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北本市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 北本市国民健康保険税条例（昭和４６年条例第２９号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第１項を次のように改める。 

  前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額

の合算額とする。 

 ⑴ 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別

会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保

険法（昭和３３年法律第１９２号）の規定による国民健康保険事業

費納付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」とい

う。）の納付に要する費用のうち、埼玉県の国民健康保険に関する

特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

５７年法律第８０号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この

条において「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平

成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以下この条において

「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除



く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）  

 ⑵ 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保

険事業費納付金の納付に要する費用（埼玉県の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費

用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額

をいう。以下同じ。） 

 ⑶ 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護

保険法第９条第２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。

以下同じ。）につき算定した介護納付金課税額（国民健康保険税の

うち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（埼玉県の国

民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に

要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税

の課税額をいう。以下同じ。） 

 第２条第２項中「前項」を「前項第１号」に改め、同項ただし書中

「５２万円」を「５４万円」に改め、同条第３項中「第１項」を「第１

項第２号」に改め、同項ただし書中「１７万円」を「１９万円」に改め、

同条第４項中「第１項」を「第１項第３号」に改め、「（国民健康保険

の被保険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保険者であるも

のをいう。以下同じ。）」を削る。 

 第３条第１項中「１００分の６．２」を「１００分の６．５」に改め

る。 

 第４条中「１００分の３０．５」を「１００分の２９．０」に改める。 

 第５条中「８，０００円」を「７，０００円」に改める。 

 第６条第１号中「（昭和３３年法律第１９２号）」を削り、「１５，

０００円」を「１０，０００円」に改め、同条第２号中「７，５００円」

を「５，０００円」に改め、同条第３号中「１１，２５０円」を「７，

５００円」に改める。 

 第７条中「１００分の１．８」を「１００分の２．７」に改める。 

 第８条中「５，０００円」を「６，０００円」に改める。 

 第９条中「１００分の１．００」を「１００分の１．７」に改める。 

 第１０条中「８，０００円」を「１３，０００円」に改める。 



 第２２条中「５２万円」を「５４万円」に、「１７万円」を「１９万

円」に改め、同条第１号ア中「５，６００円」を「４，９００円」に改

め、同号イ（ア）中「１０，５００円」を「７，０００円」に改め、同号イ

（イ）中「５，２５０円」を「３，５００円」に改め、同号イ（ウ）中「７，８

７５円」を「５，２５０円」に改め、同号ウ中「３，５００円」を「４，

２００円」に改め、同号エ中「５，６００円」を「９，１００円」に改

め、同条第２号ア中「４，０００円」を「３，５００円」に改め、同号

イ（ア）中「７，５００円」を「５，０００円」に改め、同号イ（イ）中「３，

７５０円」を「２，５００円」に改め、同号イ（ウ）中「５，６２５円」を

「３，７５０円」に改め、同号ウ中「２，５００円」を「３，０００円」

に改め、同号エ中「４，０００円」を「６，５００円」に改め、同条第

３号ア中「１，６００円」を「１，４００円」に改め、同号イ（ア）中「３，

０００円」を「２，０００円」に改め、同号イ（イ）中「１，５００円」を

「１，０００円」に改め、同号イ（ウ）中「２，２５０円」を「１，５００

円」に改め、同号ウ中「１，０００円」を「１，２００円」に改め、同

号エ中「１，６００円」を「２，６００円」に改める。 

 

   附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の北本市国民健康保険税条例の規定は、平成３０年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、平成２９年度分までの国民

健康保険税については、なお従前の例による。 


